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3-2-4 施工計画／調達計画 

3-2-4-1 施工方針／調達方針 

本プロジェクトは、わが国の無償資金協力制度の枠組みに従って実施される。従って、本プロ

ジェクトはわが国政府により事業実施の承認がなされ、両国政府による交換公文(E/N)が取り交わ

された後に実施に移ることとなる。以下に本プロジェクトを実施に移す場合の基本事項および特に

配慮を要する点を示す。 

(1) 事業実施主体 

｢ユ｣国側の本プロジェクト実施の責任機関はセルビア共和国の鉱業エネルギー省 (MME)であり、

本プロジェクトの実施機関はセルビア電力産業公社(EPS)である。EPS は同国における火力、水力

発電、送配変電設備および炭鉱にかかる調査、計画、建設、運営、維持管理まで一切の事業を行

っている。EPS の本プロジェクトに対する実施体制は、前述(2-1-1 参照)したとおりで商業・貿易・

為替運用部が実施担当部となる。｢ユ｣国側は本プロジェクトの実施を円滑に進めるため、日本の

コンサルタントおよび請負業者と密接な連絡ならびに協議を行う本プロジェクトを担当する責任

者を EPS 内に選任する必要がある。なお、当該発電所における実際の改修作業は EPS の下部組織

であり、当該発電所の運転・維持管理を行っているドリナ水力発電公社（DHP）が行う。 

選任された責任者は、発電所員およびその他の「ユ」国政府関係者に対し、本プロジェクトの

内容を説明・把握させ、改修作業実施中の安全確保について注意を促し、本プロジェクトの進行

および維持管理に対し協力するように指導する必要がある。 

(2) コンサルタント 

本プロジェクトの機材調達・据付工事を実施するため、日本のコンサルタントが「ユ」国政府

と設計監理契約を締結し、本プロジェクトに係わる実施設計と技術指導業務を実施する。また、

コンサルタントは入札図書を作成すると共に、事業実施主体である EPS に代わり、入札実施業務

を代行する。 

(3) 請負業者 

わが国の無償資金協力の枠組みに従って、原メーカーが随意契約により、本プロジェクトの資

機材の調達および改修工事の指導を実施する。 

請負業者は本プロジェクトの完成後も、引き続き予備品の供給、故障時の対応等のアフターサ

ービスを提供する必要がある。従って、当該資機材引渡し後の緊急時の連絡体制の構築について

も十分留意する必要がある。 
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(4) 技術者派遣の必要性 

本プロジェクトの発電所改修工事は、水車と発電機およびそれらの関連附帯設備が同時期に行

われる大規模なオーバーホールである。このため、工期、品質、安全性の確保から工事全体を一

貫して管理・指導できる総括現場調達管理者の派遣が必要である。また、当該発電設備は世界的

にも有数な大容量機であり、改修工事には、設備の機能・構成に関して幅広い知識と熟練した技

術が必要であるが、「ユ」国内には当該設備のオーバーホールに精通している技術者が不足して

おり、ランナーを含めた水車および発電機の分解・組み立てにかかる現地作業の工程、品質管理

および安全確保のため、更に、本プロジェクトで調達する資機材の中には一部現地加工が必要な

ものがあるので、当該主要設備の改修期間および試運転・調整時にそれぞれの専門家・技術者等

を原メーカーから派遣する必要がある。 

3-2-4-2 施工上／調達上の留意事項 

(1) 「ユ」国の技術レベル 

1) 「ユ」国では改修工事に携わる作業員（労務者）の確保は可能であるが、工程、品質、安全

管理等の専門技術を持った熟練作業員や技術者は少ない。従って、日本の請負業者は必要に

応じて日本から技術者または熟練作業員を「ユ」国へ派遣する必要がある。 

2) 本プロジェクトで調達する主要資機材の分解・組み立て等にかかる熟練技術者の「ユ」国で

の調達は困難であり、3-2-4-1(4)に示したとおり、作業工程の管理も含めて日本から技術者

の派遣を計画する。 

3) 本プロジェクトの機材の内陸輸送、改修工事に必要な通常の建設機械および一般道工具につ

いては、「ユ」国側で調達可能である。 

(2) 施工計画上の注意点 

1) 当該地の11月～2月は積雪が多く、この期間の内陸輸送はできるだけ避けるか、輸送日数に余裕

を持った輸送計画を立案する。 

2) 発電設備の改修工事は、オーバーホール前の各種の試験後、速やかに開始することとし、水車、

発電機および関連附帯設備等の改修作業を平行して実施し、工程の短縮を図る。 

3) 既存発電機の現状から第1期で 2号機、第 2期で1号機を改修する。なお、発電設備の停止期間

を 小限とするために、第1期で1および 2号機用の入口弁の改修を同時に行う。 

4) 市民生活への影響を 小限とするよう、発電停止期間は 小限とし、且つ電力供給に支障が少な

い時期に改修工事を計画する。 
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3-2-4-3 施工区分／調達・据付区分 

わが国と「ユ」国側の施工および調達・据付区分は表 3-2-4.1 に示すとおりである。 

表 3-2-4.1  日本側と｢ユ｣国側の施工区分 

施施施施    工工工工    負負負負    担担担担    項項項項    目目目目    日日日日    本本本本    国国国国    側側側側    「ユ」国「ユ」国「ユ」国「ユ」国    側側側側    

1. 発電機関連設備   

1) 2 号機用ステータ用関連資機材（ワニス等絶縁材料一式） 調達 
据付および補修作

業 
2) 2 号機のステータコイル(「ユ」国側調達済み) ― 〃 
3)  1 号機用ステータ用関連資機材（ワニス等絶縁材料一式） 調達 〃 
4) 1 および 2 号機用ローターコイル一式 調達 〃 
5) 1 号機用ブレーキ用品一式 〃 〃 
6) 2 号機用ブレーキ用品（「ユ」国側調達済み） ― 〃 
7) 1 および 2 号機用自動電圧調整器（デジタル式）一式 調達 〃 
8) 1 および 2 号機用オイルベーパ除去装置一式 〃 〃 
9) 2 号機用制御・保護関係の電気品一式 〃 〃 
10)  1 および 2 号機用励磁用遮断器一式（遮断器のみ） 〃 〃 

11) 1 および 2 号機用ベアリング用計測器類一式 〃 
据付および補修作

業 
12)  上記資機材の据え付け用特殊道工具一式 調達 保管 
13)  上記資機材に係わる運転・保守マニュアル 調達および説明 遵守および保管 

14)  上記以外の資機材、一般道工具および消耗品 ― 
調達および補修作

業 
15)  改修作業指導員 派遣 ― 

2. 水車関連設備   

1) 1 および 2 号機の入口弁用資機材一式 派遣 
据付および補修作

業 
2) 1 および 2 号機のシャフト・シーリングボックス用機材一

式 
〃 〃 

3) 1 および 2 号機用ドラフト水面検出器一式 〃 〃 
4) 1 および 2 号機のガイドベーン操作機構用資機材一式 〃 〃 
5) 1 および 2 号機の摺動部ライナー類用資機材一式 〃 〃 
6) 1 および 2 号機のガバナー用資機材一式 〃 〃 
7) 1 および 2 号機の運転制御用取替え部品一式 〃 〃 
8) 1 および 2 号機の油圧系統取替え部品一式 〃 〃 

9) 1 および 2 号機の圧縮空気設備取替え用部品一式 〃 
据付および補修作

業 
10) 上記資機材に係わる運転・保守マニュアル 調達および説明 遵守および保管 
11) 上記用特殊道工具一式 調達 保管 

12) 上記以外の資機材、一般道工具、試験装置および消耗品 ― 
調達および補修作

業 
13) 改修作業指導員 派遣 ― 

3. 共通設備・その他   

1) 水位差応動装置用品（1 および 2 号機共用） 調達 
据付および補修作

業 
2) 重機、修理用機械および一般道工具 ― 調達 

3) 現地補修および消耗品（潤滑油、溶接棒、ドライアイス等） ― 
調達および補修作

業 
4) 工事用電気、水 ― 負担 
5) 電話料金（工事用） 負担 ― 

6) 発電機の種試験に必要な消耗品等 調達 
据付および補修作

業 

7) 取水路、水圧鉄管、変電設備等 ― 
調達および補修作

業 
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3-2-4-4 施工監理計画/調達監理計画 

わが国の無償資金協力制度に基づき、コンサルタントは基本設計の趣旨を踏まえ、実施設計か

ら施工監理までの一貫したプロジェクトチームを編成した上、円滑な業務実施を図る。コンサルタ

ントは改修作業期間中、現地に 低限一人の技術者を駐在させ、工程監理、品質管理、安全管理を

実施する。また、当該設備の分解・組み立て、試運転・調整、完了試験等の工事進捗に併せて他の

専門技術者を派遣し、「ユ」国側が実施するそれら改修作業の監理・助言を行う。 

更に、必要に応じて、日本国内および「ユ」国内で製作される資機材の工場立会い検査および

出荷前検査に立会い、資機材の現地搬入後のトラブル発生を未然に防ぐように監理・助言する。 

(1) 施工監理の基本方針 

コンサルタントは、本工事が所定の工期内に完成するよう工事の進捗を監理し、契約書に示さ

れた品質および資機材の納期を確保すると共に工事が安全に実施されるように、「ユ」国側の実

施機関である EPS および実際の改修作業を行う DHP を監理・指導することを基本方針とする。 

以下に主要な施工監理上の留意点を示す。 

1) 工程監理 

原メーカーの資機材の製作、輸送ならびに、EPS および DHP が契約時に計画した改修作業の

実施工程と、その進捗状況との比較を以下の項目毎に各月および週毎に行う。遅れが出ると予

想される時は、原メーカー、EPS および DHP に警告を発すると共に、その対策案を協力して立

案し、工期内に改修作業および資機材の納入が完了する様に指導する。 

工程監理に関する留意事項は以下のとおりである。 

① 工事出来高確認（資機材の工場製作出来高を含む） 

② 資機材の船積時期の確認 

③ 仮設工事、通常の建設機械および一般道工具の準備状況確認 

④ 資機材搬入実績確認 

⑤ 日本人技術者の実数の確認 

2) 安全管理 

EPS、DHP および請負業者（原メーカー）の責任者と協議・協力し、据え付け指導期間中の現

場での労働災害および第三者に対する事故を未然に防止するための安全管理にかかる助言を行

う。 

現場での安全管理に関する留意点は以下のとおりである。 
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① 安全管理規定の制定と管理者の選任 

② 安全管理規定の励行と定期的な確認 

③ 建設機械類の定期点検の実施による災害の防止 

④ 工事用車輌、建設機械等の運行ルートの策定と徐行運転の徹底 

⑤ 労務者に対する福利厚生対策と休日取得の励行 

(2) 計画実施に関する全体的な関係 

施工監理時を含め、本プロジェクトに係わる実施担当者の相互の関係は、図 3-2-4.1 に示すと

おりである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※備考：コンサルタント契約及び業者契約には 

日本国政府の認証が必要である。 

日本国政府日本国政府日本国政府日本国政府    

日本のコンサルタント会社日本のコンサルタント会社日本のコンサルタント会社日本のコンサルタント会社    
･ 実施設計の作成 
･ 入札図書の作成 
･ 入札業務の代行 
･ 調達監理の実施 

日本の請負会社日本の請負会社日本の請負会社日本の請負会社    
･ 資機材の調達・輸送 
･ 作業管理員の派遣 

モルディヴ共和国政府 ﾕｰｺﾞｰｽﾗｳﾞｨｱ連邦共和国政府ﾕｰｺﾞｰｽﾗｳﾞｨｱ連邦共和国政府ﾕｰｺﾞｰｽﾗｳﾞｨｱ連邦共和国政府ﾕｰｺﾞｰｽﾗｳﾞｨｱ連邦共和国政府    

セルビア電力産業公社セルビア電力産業公社セルビア電力産業公社セルビア電力産業公社    

（（（（EPSEPSEPSEPS））））    
･ 実施設計／入札図書の
確認 
･ 各契約書の認証 
･ 工事進捗報告 

※
業
者
契
約 

交換公文 

施工監理  

※コンサルタント 
契 約 

 

図 3-2-4.1 事業実施関係図 

 

(3) 作業監理監督者 

請負業者が実施設計図書に合致した資機材調達・作業管理員の派遣を工期内に完成・終了させ

るためには、適切な改修作業の指導ができる能力を必要とし、更に、より良い品質を確保するた

めにも、同種プロジェクトの経験を持つ作業監理監督者の派遣が望ましい。 

上記の他、改修項目毎に工程に合わせ、必要に応じ機械および電気関係の専門技術者派遣が必

要である。 
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3-2-4-5 品質管理計画 

契約図書（技術仕様書、実施設計図等）に示された資機材の品質が、請負業者によって確保さ

れているかどうかを、下記の項目に基づき監理を実施する。品質の確保が危ぶまれる時は、請負業

者に訂正、変更、交換を求める。 

① 資機材の製作図および仕様書の照査 

② 資機材の工場検査立会いおよび工場検査結果の照査 

③ 梱包・輸送および現地仮置き方法の照査 

④ 資機材の施工図および据付要領書の照査 

⑤ 資機材の試運転・調整・検査要領書の照査 

⑥ 資機材の現場据付工事の監理と試運転・調整・検査の立会い 

⑦ 施工図と現場出来型の照査 

3-2-4-6 資機材等調達計画 

本プロジェクトに使用する調達対象資機材の一部は「ユ」国の市場で購入可能である。しかし

ながら、本プロジェクトは、既設設備のメジャーオーバーホールという特殊性および調達品の殆ど

は水車や発電機本体に直接組み込まれ、既設設備の機能・性能に大きなかかわりがあるため、品質

の確保が重要となるので、ステータ吊り金具を除き日本の原メーカーより調達する必要性が生じる。 

従って、本プロジェクトに使用する資機材の調達先は、規格、仕様、品質、生産、供給の安定

性、運転・維持管理の容易性、予備品調達や故障時におけるアフターサービス体制等を総合的に比

較検討した結果、表 3-2-4.2 のとおりとする。 

表 3-2-4.2  資機材調達先 

調達先調達先調達先調達先    資機材資機材資機材資機材    
「ユ」国「ユ」国「ユ」国「ユ」国    日本国日本国日本国日本国    

発電機用資機材  ○ 
水車用資機材  ○ 
水車・発電機用附帯設備  ○ 
発電機ロータ吊り金具 ○  
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3-2-4-7 実施工程 

わが国の無償資金協力制度に基づき、以下のとおりの事業実施工程とした。 

期 
月 

項
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

実

施

設

計  

 

                    

第
一
期
（
第
２
号
水
車
・
発
電
機
） 

 

機

材

調

達  

                    

実

施

設

計  

 

                    

第
二
期
（
第
１
号
水
車
・
発
電
機
） 

 

機

材

調

達  

                    

図 3-2-4.2  事業実施工程表 

 

3-3 相手国側分担事業の概要 

本プロジェクトを実施するに当り、3-2-4-3 項「施工区分／調達・据付区分」に示す「ユ」国側施工

範囲の他、「ユ」国側が実施・負担する事項は以下のとおりである。 

(1) 計画に必要な情報およびデータの提供。 

(2) 銀行口座開設にかかわる日本の銀行への手数料の支払い。 

(3) 「ユ」国内または第 3 国の荷下ろし港および空港での本プロジェクトにかかわる製品の免税

措置、通関および迅速な荷下ろし措置の確保。 

（計 3 ヶ月） 

（現地調査） 

（国内作業） 

（現地確認） 

（発電機改修作業） 

（輸送） 

（工場製作） 

（製作図作成・承認取得） 

（計 13 ヶ月） 

(試運転調整) 

（水車関係改修作業） 

（計 3 ヶ月） 

（現地調査） 

（国内作業） 

（現地確認） 

（発電機改修作業） 

（輸送） 

（工場製作） 

（製作図作成・承認取得） 

（計 13 ヶ月） 

(試運転調整) 

（水車関係改修作業） 
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(4) 認証済み契約に基づき提供される製品やサービスに関連して、日本人が「ユ」国に滞在また

は入国する許可。 

(5) 認証済み契約に基づき提供される製品やサービスに関連して通常「ユ」国で課税される税金、

関税等から日本人の免税措置。 

(6) 本プロジェクトサイトにおけるオーバーホール作業の実施。 

(7) 本プロジェクトの実施に際し、日本の無償資金協力で負担されない事項の全ての負担。 

(8) 本プロジェクトの資機材検査への立会と、運転・維持管理技術の移転のため、技術者と技能

工を本プロジェクト専門のカウンターパートとして任命。 

(9) 改修工事の開始以前に、改修対象発電設備が停止期間中の電力供給計画の立案。 

(10) 資機材の据付工事中に必要な停電に係わる諸手続の実施。 

(11) 日本の無償資金協力で調達される資機材の正しく、効果的な使用と維持。 

(12) 日本の無償資金協力で要求される工程に合致した工程表に基づき、道工具、要員の調達と配

置。 

(13) 工事期間中の資機材の仮置き、廃材、廃油等の保管場所の確保と必要な処置。 

(14) 改修作業実施に先立ち、「ユ」国内での必要な諸手続きの実施および必要であれば関連許認

可の取得。 

 

 

3-4 プロジェクトの運営・維持管理計画 

3-4-1 維持管理計画 

(1) 維持管理体制 

本プロジェクトで も維持管理が重要な設備は水車と発電機であり、その維持管理に当たって

は、経済的で適切な運転・保守（O&M）を実施し、かつ、周辺の環境を守ることが不可欠である。 

当該発電設備が持つ性能および機能を維持し、継続した電力供給を行い、安定した電力運用を

維持するためには、発電設備の信頼性、安全性および効率性の向上を柱とした適切な予防保全と

維持管理の実施が望まれる。 

図 3-4-1 に維持管理の基本的な考え方を示す。 
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 発電設備の適切な維持管理 

効率向上 

• 熱効率の向上 
• 稼働率の向上 
• 設備利用率の向上 
• 作業効率の向上 
• 電力損失の低減 

安全性向上 

• 自然災害からの保護 
• 生命及び工作物に対する

安全の確保 

信頼性向上 

• 電気の質の向上 
• 事故発生の防止 
• 事故の影響の 少化 
• 事故回復の迅速化 
• 経年劣化対策 

 

    

図 3-4-1  発電設備の維持管理の基本的な考え方 

なお、EPS は経済的な電力系統の運用計画立案のため、負荷パターンに則した経済的な当該揚

水発電所の運用計画を策定する体制を構築する必要がある。 

(2) 人員の養成計画 

本プロジェクトにおいては、「ユ」国は上記基本事項を常に念頭におき、オーバーホールおよ

び試運転調整期間中に日本の請負業者により派遣される専門技術者による技術指導をとおして移

転される O & M 技術と、運転・保守マニュアルに従って関連設備の適切な運転・保守を実施する

必要がある。 

 

3-4-2 当該発電設備の運転計画 

前述した（3-3-2 参照）様に、本プロジェクトの発電設備は、ピーク電力供給および余剰電力

の有効利用として運用される。よって当該発電設備の目的および特性を考慮し、発電設備の運用

計画は、下記条件にて設定されるのが妥当である。 

年 間 稼 働 率       ： 30％以上 

年間稼働時間 ： 約 3,000 時間 

低発電出力 ： 200 MW/UNIT 

 

また、当該発電設備の適正な運転に必要な標準的な定期点検項目は表 3-4-1 に示すとおりであ

る。 
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3-4-3 定期点検項目 

(1) ポンプ水車 

「ユ」国関係者は、表 3-4-1 に示す当該プンプ水車の標準的な定期点検項目および製造会社

が提出する運転・保守マニュアルに基づいて、機器の保守管理の徹底を図るものとする。 

表 3-4-1  標準的なポンプ水車の定期点検項目 

点検周期点検周期点検周期点検周期    
番号番号番号番号    点検項目点検項目点検項目点検項目    

週週週週    月月月月    年年年年    
オーバーオーバーオーバーオーバー
ホールホールホールホール    

番号番号番号番号    

(1) 入口弁      

 1) 漏水 ○    目視または油面計 

2) 開閉室内異物排出・清掃  ○    
 

3) 開度指示器の動作および端子の緩み   ○  目視 

 4) 上流および下流シールの捜査力測定    ○ メーカー指導 

 5) 封水面点検    ○ メーカー指導 

(2) ウイケット・ゲート      

1) ステムからの水漏れ 
○    目視 

 
2) スラスト・ギャップ   ○  測定 

(3) 水面押し下げタンク：安全弁交換    ○ 15 年 

(4) ウイケット・ゲートオペレイテｲングリング 
     

 運転および塗装状況   ○  運転 

(5) シャフト・シール：漏れ  ○   目視 

(6) ランナーシール：上部シールの隙間   ○  
フィラーゲージ(2.7mm
以下) 

(7) スピードリング機能点検・分解点検     
 

 1) 流水面点検（磨耗、損傷等）   ○  メーカー指導 

 2) ステーベーン付け根（溶接部クラック等）   ○  メーカー指導 

 3) 封水部（パッキン、孔食、損傷等）    ○ メーカー指導 

(8) 主軸振動計   ○   

 1) 校正   ○   

 2) 振動計一式交換    ○ 部品交換：7 年 

(9) スピードリング交換    ○ 交換：40 年 

(10) ケーシング交換    ○ 交換：40 年 

(11) 水圧計の校正   ○   

(12) 主バルブの騒音、水漏れ、塗装の状況   ○   

(13) 水用配管類：肉厚測定    ○ 部品交換：15 年 

(14) 手動弁のグランドパッキン交換    ○ 部品交換：15 年 

(15) 電磁弁の交換    ○ 交換：10 年 

(16) ストレーナー交換    ○ 交換：10 年 

(17) 総合監視装置：圧力伝送器    ○ 部品交換：7 年 
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 (2) 発電電動機 

「ユ」国関係者は、表 3-4-2 に示す当該発電電動機の標準的な定期点検項目および製造会社

が提出する運転・保守マニュアルに基づいて、機器の保守管理の徹底を図るものとする。 

表 3-4-2  標準的な発電電動機の定期点検項目 

点検周期点検周期点検周期点検周期    
番号番号番号番号    点検項目点検項目点検項目点検項目    

日日日日    月月月月    年年年年    
オーバオーバオーバオーバ
ーホーーホーーホーーホー

備考備考備考備考    

(1) 各種温度、異音、振動、オイ
ルレベル等 ○    各運転パターンにおける特性の把握 

(2) 整流子 ○     

 1) カーボンの付着状況 
○     

 2) ブラシの破損 
○     

 3) スパークの有無 
○     

 4) チャタリングの有無 
○     

 5) ピッグテールの変色状況 
○     

(3) 水、油および圧縮空気の漏れ  ○    

(4) ステータコアー      

 
1) コアー端、および表面の錆
び   ○ 

  

 
2) プレートの緩み、ダクトの

清掃   
 

○ 
 

(5) ステータコイル      

 1) スロットフィラー   ○  脱落の有無等 

 2) 絶縁抵抗・PI の測定   ○  1,000V メガー 

 2) 絶縁材の不具合の有無    
○  

 
3) コネクテｲング・バーの緩

みおよび過熱の有無   
 

○ 
 

(8) ステータ関連補機     
 

 1) 各種ボルトの締め付け状
態の確認 

  
○   

 2) ブッシング CT の状況   ○   

 3) クランピングボルトおよ
び基礎ボルトの状況確認 

   
○ 

 

 4)ロッキング溶接部の確認    ○ リーマ・ボルト 

 5) 溶接部のひび割れの有無    ○  

 

3-4-4 特殊道工具の調達計画 

本プロジェクトで予定されている改修作業は、メジャー・オーバーホールであり、ランナーの

引き抜きを始め発電機の固定子巻き線の引き抜き、回転子巻き線の全面改修等を行う大掛かりなも

のである。従って、これらの特殊作業に必要な特殊工具が必要になり、本プロジェクトで調達する

必要がある。その内容は表 3-4-3 に示すとおりである。 
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表 3-4-3  本プロジェクトで調達する特殊工具 

 項  目 数 量 備 考 

(1) ステータ吊り金具 一式  

(2) ロータ分解・組み立て用工具 一式  

(3) ポンプ水車用工具   

 1) ラム・ストッパー １個  

 2) ポート・ラム(Fig. 1-5) ２個  

 3) ポート・ラム (Fig. 4-1) ２個  

 4) 手動ポンプ ４個  

 5) ボルト ４個  

 6) レンチ １個  

 7) シム （T=0.2 mm） １６個  

 8) ボルト・ヒータ 2 個  

 9) LPG トーチ １個  

 10) ブッシング １個  

 11) JIG １個  

 

3-4-5 予備品の調達計画 

本プロジェクトで予定されているメジャー・オーバーホールには、発電機固定子巻き線、回転

子巻き線およびランナーの引き抜き等の大掛かりな作業を含んでいる。このため分解・組み立て作

業中におけるボルト、ナット等の小物の破損、試験中のランプ、フューズ切れ等が考えられるので、

これらの消耗部品を据え付け・試験用消耗品として調達する。選定条件は下記のとおりとする。 

1) 据え付け・試験用消耗品 

対象はボルト、ナット、ワッシャー、パッキン、フューズ、ランプ（LED は除く）、オーリングお

よびロックピンを対象とし、数量は調達数量の 3 %程度または１コのどちらか多いほうとする。 

2) 消耗品 

対象は今回調達する盤のフューズおよびランプを対象とし、2 年間分の数量とする。 

従って「ユ」国側は、約 2 年後までに定期的な維持管理に必要な一般の予備品購入費用（2 年間

で発電設備費の約 6 ％）および緊急交換用部品の購入費用を予算化する必要がある。 
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3-5 プロジェクトの概算事業費 

3-5-1 協力対象事業の概算事業費 

本プロジェクトを日本の無償資金協力により実施する場合の事業費総額は、約 13.39 億円とな

り、先に示した日本と「ユ」国との施工負担区分に基づく双方の経費内訳は、下記に示す積算条件

によれば、次のとおりと見積もられる。 

(1) 日本側負担経費 

金金金金    額額額額    
事業費区分事業費区分事業費区分事業費区分    

第第第第 1111 期工事期工事期工事期工事    第第第第 2222 期工事期工事期工事期工事    合合合合    計計計計    

(1) 機材調達費 

(2) 設計監理費 

6.44 億円 

0.53 億円 

5.89 億円 

0.53 億円 

12.33 億円 

1.06 億円 

合 計 6.97 億円 6.42 億円 13.39 億円 

  

(2) ｢ユ｣国負担経費 579,000 US$ （約 7,350万円） 

｢ユ｣国側の主な負担項目は以下のとおりである。 

① 1および 2号機の分解・組み立て作業 276,000 US$ （約 3,500万円） 

② 改修作業全体の予備費 300,000 US$ （約 3,810万円） 

③ 詳細改修作業計画の立案  3,000 US$ （約 40万円） 

(3) 積算条件 

1) 積算時点 平成 14 年 2 月 

2) 為替交換レート 1 US$ = 127.02 円（2001 年 9 月から 2002 年 2 月までの TTS 平均値） 

3) 施工期間 1 期および 2 期による工事とし、詳細設計、改修および機材調達の期間

は施工工程に示したとおりである。 

4) その他 本プロジェクトは、日本国政府の無償資金協力の制度に従い、実施され

るものとする。 
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3-5-2 運営・維持管理費 

EPS が適用している電気料金は、2001 年 12 月末における平均電気料金は kWh 当り 1.46 US セン

トで 2000 年における平均電気料金の 0.86 US セントに対し kW あたり 0.6 US セントの値上がりと

なっている。また、2000 年における EPS の損益計算は約 39 百万デｲナール（約 60 万 US$）の損益

となっているが、近年における電気料金の値上げおよび今後想定される電気料金の値上げが計画

どおり実施されると、EPS は 2003 年には決算状況は黒字に転じるとしている。従って、EPS は当

該対象発電設備の適切な運用維持管理を遂行できると判断される。 

一方、本プロジェクトで改修される設備は、全て既存設備であり、新たに運転・維持管理要員

を雇用する必要はない。従って、「ユ」国は当該設備の運用に必要な消耗品と劣化状況に合わせ

て交換する予備品を常備する必要がある。 

3-6 協力対象事業実施に当たっての留意事項 

協力対象事業の円滑な実施に直接的な影響を与えると考えられる留意事項としては、下記が考え

られる。 

1) 「ユ」国側負担工事である当該発電設備の分解・組み立て・試験の作業が遅延すると、本プロ

ジェクトの実施により期待される所定の機能が工期内に発揮されないこととなる。よって「ユ」

国側は同工事を遅滞なく行うために、改修作業建設チームを結成し、本プロジェクトの進捗に間

に合うよう詳細工程計画、要員計画、資機材購入計画等を策定し、「ユ」国側工事の推進を図る

必要がある。 

2) 「ユ」国側は本プロジェクトで改修予定の発電設備が停止期間中における 適な電力運用計画

を立案し、他の発電設備を運用し電力供給に支障がないように考慮する必要がある。 

3) 改修対象発電設備に関連した、取水路、水圧鉄管、変電所等の設備の内、補修・改修が必要な

設備は、本改修計画が開始するまでに「ユ」国側によって完了されている必要がある。 

4) オーバーホ-ル中、当初予想していなかった部品の補修・交換が緊急に必要となる可能性がある。

この場合の交換部品の調達および補修・交換作業は「ユ」国側負担事項となるが、限られた工期

内で確実に完了する必要がある。 

5) 本改修工事で必要となる道工具は特殊仕様のものがかなり含まれるので、「ユ」国側は事前に

それら必要な道工具の準備状況を確認し、実施工程に支障が出ないように留意する必要がある。 

6) 本改修工事が実施されるまでには、1 年近く当該設備を運転する必要があるが、同期間中に発

生または発見された不具合点は全て「ユ」国側で補修する必要がある。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第第第第 4 章章章章  プロジェクトの妥当性の検証プロジェクトの妥当性の検証プロジェクトの妥当性の検証プロジェクトの妥当性の検証 
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第４章第４章第４章第４章    プロジェクトの妥当性の検証プロジェクトの妥当性の検証プロジェクトの妥当性の検証プロジェクトの妥当性の検証    

4444----1111    プロジェクトの効果プロジェクトの効果プロジェクトの効果プロジェクトの効果    

本プロジェクトの実施により期待される効果は以下のとおりである。 

(1) 直接効果 

    現状と問題点現状と問題点現状と問題点現状と問題点    本プロジェクトでの対策本プロジェクトでの対策本プロジェクトでの対策本プロジェクトでの対策    

（協力対象事業）（協力対象事業）（協力対象事業）（協力対象事業）    

計画の効果・改善程度計画の効果・改善程度計画の効果・改善程度計画の効果・改善程度    

ポンプ水車ポンプ水車ポンプ水車ポンプ水車    既設バイナ・バシュタ揚水発電所

の 1,2号機は、運用開始後 20年以

上経過しており、ランナーのキャ

ビテーション等各設備の経年劣化

が著しく、運転中の重大な事故に

つながる危険性がある。 

揚水発電所の安定した運転が可

能となるよう、緊急性を考慮し

た上で、ランナーの現地補修等、

既設ポンプ水車の改修を実施

し、機能の保持と延命措置を講

ずる。 

ランナーを含むポンプ水車関連

部品を改修することにより、安

定した電力供給の確保が期待で

きる。 

発電電動機発電電動機発電電動機発電電動機    発電電動機についても老朽化およ

び巻線の絶縁劣化等が著しく、大

幅な機能低下あるいは運転中の重

大な事故につながる危険性があ

る。特に、2号発電機のステーター

コイルは絶縁不良が著しく早急な

改修が必要となっている。 

揚水発電所の安定した運転が可

能となるよう、緊急に交換が必

要な 2 号機用ステーターコイル

の改修を初め 1,2 号機用ロータ

ーコイルの更新等、既設発電電

動機の改修を実施し、延命措置

を講ずる。 

発電電動機のステーターコイル

（2 号機用は先方調達済み）、

ローターコイル等を改修するこ

とにより、安定した電力供給が

可能となる。 

関連補機関連補機関連補機関連補機    関連補機についても機能低下ある

いは老朽化が著しく、発電設備の

安定運転に支障をきたしている。 

揚水発電所の安定した運転が可

能となるよう、緊急性を考慮し

た上で、自動電圧調整器、制御

装置等補機の改修を実施する。 

制御・保護関係の補機改修に伴

い、所内事故に起因した発電電

動機の停止等が減少し、維持管

理費の低減が期待できる。 

 

(2) 間接効果 

現状と問題点現状と問題点現状と問題点現状と問題点    本本本本プロジェクトでの対策プロジェクトでの対策プロジェクトでの対策プロジェクトでの対策    

（協力対象事業）（協力対象事業）（協力対象事業）（協力対象事業）    

計画の効果・改善程度計画の効果・改善程度計画の効果・改善程度計画の効果・改善程度    

１．「ユ」国唯一の揚水発電所である当該

発電所の機能低下に伴い、経済的な電

力運用に支障をきたしている。 

ポンプ水車および発電電動機の

オーバーホールを実施する。 

発電設備の信頼性が向上し、

「ユ」国における安定した電力

供給体制確立の一助となり、経

済的な電力設備の運用が可能と

なる。 

２．「ユ」国側は当該発電設備のメジャー

オーバーホールの経験がない。 

原メーカから技術者を派遣し、

技術指導を行う。 

「ユ」国側の技術レベルの向上

が期待できると共に、将来は

「ユ」国側技術者のみで改修が

実施できる。 
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4444----2222    課題・提言課題・提言課題・提言課題・提言    

本プロジェクトの効果が発現・持続するために、「ユ」国側が取り組むべき課題は以下のと

おりである。 

(1) 「ユ」国側はさらなる電力設備の経済的運用を達成する為に、ピークカット対策および余剰電力

の有効利用を進めると共に、需要家側の省エネ（デマンドサイドマネージメント）を促進する必

要がある。 

(2) 本プロジェクトで改修が予定されなかった1号発電機の固定子巻き線の改修計画を策定し、電力

供給の信頼度を更に向上させる必要がある。なお、固定子巻き線は高価で、調達に長時間を必要

とするので 2号機の固定子巻き線と同様、予め新規巻き線の購入計画を今から策定する必要があ

る。 

(3) 「ユ」国側は発電設備の運転記録を取り、保守・点検作業を定期的に行い、必要な予算を確保し

て維持管理の徹底を図る。 

(4) 電力料金体系は、使用量が多いほど割高になるなどの逓増型とし、電力多消費需要家に対しては

節電効果が働き、貧困層には電気料金支払いの負担が軽減されるよう配慮する必要がある。 

(5) 近隣諸国との電力融通がスムーズにかつ経済的に行えるよう、中央給電指令所の機能を強化する

必要がある。 

(6) 「ユ」国側は当該発電設備の改修後、発電された電力を伝送するために必要な送変電関連設備を

適切に維持管理する必要がある。 

以上の点が改善・整備されれば、本プロジェクトはより円滑に実施可能で、かつ、更なる効果が

期待できる。なお、他ドナーによる電力設備の改修計画が進行しているが、これらとの協調を十分

取った総合的な計画立案が必要である。 

 
 

4444----3333    プロジェクトの妥当性プロジェクトの妥当性プロジェクトの妥当性プロジェクトの妥当性    

以下に示す本プロジェクトの実施による直接・間接的効果から、協力対象事業は妥当と判断され

る。 

(1) 裨益人口 

本プロジェクトの実施により「ユ」国の人口約1,060万人への安定した電力供給が確保され、
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併せて EPSの最経済的な電力運用に寄与できる。 

(2) 教育・民生の安定への貢献 

発電設備が整備されることにより、安定した電力の供給および供給信頼度の向上により、住民

生活の向上と社会福祉・公共施設運営の安定化、ならびに産業・経済活動の活性化が促される。 

(3) 緊急性 

既設発電電動機コイルの老朽化、ランナーのキャビテーション等による電力供給の信頼度およ

び安定性の低下により現在直面している計画停電や事故発生を早急に改善し、電力の安定供給に

寄与する。 

(4) 維持管理能力 

「ユ」国には数多くの水力発電所が存在しており、これらの発電所は EPS 傘下にある発電

公社により運転・維持管理されている。従って、これら技術者の運転・維持管理能力は高度

なものであり、本プロジェクトで調達する資機材の仕様は、「ユ」国の技術力で十分運転・

維持管理可能であり、本プロジェクト実施上、運転・維持管理の面で特に問題はないと判断

される。 

(5) 「ユ」国の開発計画に資するプロジェクト 

「ユ」国の中期電力供給計画（2002 年～2006 年）に記載されている目標である、安定し

た、信頼度の高い電力供給確保の一環を担うプロジェクトである。 

(6) プロジェクトの収益性 

本プロジェクトで供給される電力は、有料で各需要家へ供給されるもので、需要家数と電力

量および料金徴収率によって、EPS の収益は左右される。従って、本プロジェクトで改修され

る発電設備の供用開始後の運転経費は、今後「ユ」国内の電気料金値上げが計画どおり実施で

きれば、2003 年には EPS の事業収支は黒字になると予想され、将来の設備更新費用（減価償却

費）も捻出でき、当該設備の適切な運用が可能となる。なお、収益は施設や機材の運営・維持

管理を円滑に行うことが期待できる程度のものである。 

(7) 環境への配慮 

環境配慮項目としては、公害（廃油、騒音、振動等）および自然・社会環境問題等（交通量等）

による影響が考えれれるが、本プロジェクトは対象地域および調達設備の特性を考慮すると、配
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慮すべき項目が最小限となる計画である。 

(8) わが国の無償資金協力の制度 

「ユ」国側分担事業にかかる諸手続きも過去の実績では順調に進捗しており、わが国の無

償資金協力の制度により、特段の困難なく本プロジェクトが実施可能である。 

4444----4444    結論結論結論結論    

本プロジェクトは、前述のように多大な効果が期待されると同時に、本プロジェクトが広く

住民の BHN の向上に寄与するものであることから、協力対象事業の一部に対して、わが国の無

償資金協力を実施することの妥当性が確認される。さらに、本プロジェクトの運営・維持管理

についても、「ユ」国側の体制は人員・資金とも十分で問題ないと考えられる。 

しかも、前述の 4-2 で述べた点が改善・整備されれば、本プロジェクトはより円滑かつ効果

的に実施しうると考えられる。 
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